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条件付一般競争入札む得

入札書記載を額

落札決定 に当 たっ ては 、入社書 に記載さ れた を額 をも って 落札価格‾反び契お金額

とす るの で、 入札 参加 者は 、消 費税 ‾反びｊき方 翕費 税に Ｗる 課税 事業者で ある か免税

事業者である かを 問わず、

入札書に記載 して くだ さい。

２　 入札書記載事項等

入札書に は、 次の 事項 を笆載し なければ なら ない。

（１）入札年大１日

（２）頭書に 「入札書」で ある 翕記載

（３）入札を額

（４）入札件名（小型動力 ポンプ付積載車（第３ 分団第４ 部） 購入）

（５）あ て名 （あ て名 は「一ＦＦ長　 小Ｆ寺美 を」 とし て下 さい 。）

（６）入札参加者住所 ・ｊ曳佑 （委任さ れた者が入札 を行 う場合は 、委任者住所大名、

受任者氏名、 頭書に「代ミ人」 とｋ載す る）

３　 入札等

（１）入札参加者 は、 代を人に入札 をさ せる とき は、 委任状を提出 しな ければなら

ない。

（２）郵送に よる入札はミめな い。

（３）入札言 を封筒に入れ、糊付け して ｊ才 し、 入札年ｙ。目ヨ、 「入札書」で ある 冶髱載、

入札件名 （小型動カポ ンプイ才積載車（第３ 分団 第４ 部） 購入）、 あてネ八び入札

参加者住所・ ｊＥｔ名 （委任さ れた者が入札 を行 う場合は、委任者住所氏ネ 、受任

者氏竡、 頭書 に「代を人」 と記載す る） をＲ載す るこ と。

４　 入札の無効

次の各号のいずれかに該售する 入札は無効と する。

（１）民法（明治 ２９ 年法律第 ８９ 号） 第９０条 （ぬ序良俗違ｙ） 、第 ９３ 条（む裡留保）、

第９４条 （虚偽表示） 又は第９５条 （錯誤） に該葹す る入札

（２）入札に参加する資格を有 しない者のした入札

（３）委任状を提出しない代を人の した入札

（４）記名押印を して いない入札

（５）金額をＵｆ した入札

（６）誤字、 脱字等に より 必要事項が確認できない入札

（７）回一の入札会に ２亟｀畆上の入札 をした者の入札

（８）回 らかに連合に よる と認 めら れる入札

（９）回一の入札会について他人の代ミ人を兼ね、又 は２ 人ひ上の代理をした者・の

入札

（１ ０） その他入札に関す る条件に違反 した入札

５　 落札者の決定

（１）入札を行っ た者のう ち、 予定価格の執鼈の範囲内で最低の価格を もっ て入札



した者を落札者と する 。た だし 、落札者 とな るべ き者 の入札価格に よっ ては、

售該契約 の肖１容 に適合し た履行が なさ れな いお それ があ ると 認め られ ると き、

又はその者と 契約 を締結す るこ とがむｌＥな 取５１の秩序を乱すこ とと なる おそれ

があ って 著し く不適售 であ ると おめ られ ると きは 、予定価格の執℡の旋回肖］の

価格をも って入札 した他の者の うち最低の価格を もっ て入札した者を落札者と

する こと があ る。

（２）落札と なる べき 同価格の入札 をし た者 が２ 人ぷ 上あ ると きは、直 ちに 、肖該

入札 をし た者 にく じを 私かせて 落札者を決定する。

この場合において 、售該入札を した者の うち くじ をり｜かない者が ある とき は、

これ に代 わっ て入札事務に 関係 のな い職員に くじ をり ｜かせる。

６　 入札の不参加

（１）入札参加資格確認の結果、資格を有すると 認め られた者は入札に参加 しなけ

ればなら ない。ただし、やむを得ない事情に より 入札に参加できない場合はこ

の限 りではな い。

（２）（ １） ただ し書 の規定に より 入札 に参加で きな い場合に は、 次の ア又 はイ に掲げ

ると ころ によ り申 しけ４て 契約担售者の承諾 を受 けな けれ ばな らな い。

ア　 入札執行前に あっ ては 、入札芻参加願（様式任意）に售細 なミ裁を 県記 して

契約担肖課に直接持恭 し、 又は郵を （入札日 の前 日ま でに到達 した もの に倣

る。 ）するこ と。

イ　 入札執行中に あっ ては、入札不参加Ｓ又はその回 を明記した入札書をを出す

るこ と。

（３）（２） の規定に より 入札執行機関の承諾を受けて入札に参加 しな かっ た者 は、こ

れを ミ　Ｆｈ　とし てな後の大木Ｌ等 につ いて 不利益な れ扱 いを 受け るこ とは ない。

７　 ぬｉＥな入札の確保

（１）入札参加者 は、 私的独占 の禁止‾反びをＴＥ旬潟｜ の確イ聳に関する 忸律 （９和２２年

法律第５４号）等に抵触す る行為を行っ ては なら ない。

（２）入札参加者 は、 入札に当 たっ ては、競争を制限する 目的で他の入札参加者と

入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独 自に入札価格を定め

なければなら ない。

（３）入札参加者は、 落札者の決定前に、他の入札参加者に対 して入札価格を意図

的に開示 して はな らない。

（４）入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合におい て、 入札をな‾を

に執行するこ とが でき ない と嘉めら れる とき は、 售該入札参加者を入札に参加

させず、 又は入札の執行を延期 し、 若し くは取り やめ るこ とが ある。

８　 契約締結の留意事項

（１）落札者の決定後、請負契約書を作成し契約が確定す るま での間において、肖

該落札者が条件付一般競争入札説明書６ に掲げる いずれかの要件を満た さなく

なっ た場合は、契約を締結 しな い。

（２）契約に あっ ては　 契約内容の全部につい て、 一括 して第こ者に委託 し、 又は

請け負わせてはな らない。


